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財 産 の 表 示 
特許権 ３件 

１ 特許権 登録番号 特許第４７０４１４５号 

２ 特許権 登録番号 特許第５４３５３７８号 

３ 特許権 登録番号 特許第５２０１５８２号 

財 産 の 状 況 
－ 

使 用 状 況 等 
 権利の内容は、「特許情報プラットフォーム（Ｊ－ＰｌａｔＰａｔ）」（https://www.j-

platpat.inpit.go.jp）で確認してください。 

対象物件１ 

 発明の名称 固液分離装置 

 出願日   平成１７年８月１日 

 登録日   平成２３年３月１８日 

 特許料（更新料）最終納付日 

       １４年分：令和５年１２月２９日（令和６年３月２１日現在） 

 次期納付期限 

１５年分：令和７年３月１８日 

 

対象物件２ 

 発明の名称 磁気軸受装置及び該磁気軸受装置を搭載した固液分離機 

 出願日   平成２０年８月２５日 

 登録日   平成２５年１２月２０日 

 特許料（更新料）最終納付日 

       １０年分：令和４年１２月１６日（令和６年３月２１日現在） 

 次期納付期限 

       １１年分：令和５年１２月２０日 

    

対象物件３ 

 発明の名称 固液分離機 

 出願日   平成２０年８月２５日 

 登録日   平成２５年２月２２日 

 特許料（更新料）最終納付日 

       １１年分：令和５年２月２０日（令和６年３月２１日現在） 

 次期納付期限 

       １２年分：令和６年２月２２日 

保 管 状 況 等 
－ 

特 記 事 項 
１ 消費税法施行令第７０条の１２第５項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、

関東信越国税局が適格請求書を交付します。 

２ 権利移転に関する費用は、全て買受人の負担になります。 
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３ 特許の次期納付期限までに翌年分の特許料（更新料）の納付がない場合、買受人

は、次期納付期限から６月以内に追納する必要があります。 

  この場合、納付すべき特許料（更新料）のほか、その特許料（更新料）と同額の料

金を納付しなければなりません。 

  追納することができる期間内に納付しないときは、納付期限にさかのぼって権利

は消滅します。 

そ の 他 事 項 
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 

一 括 換 価 

に つ い て 

 対象物件は、国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき一括換価の方法により公売

を行います。 
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